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(22) 

全傘土ゑ論 説立釦紅碑辛

立体商標の登録要件一 "L'EAUD'ISSEY"立体商標事件＊

知財高裁平成23年4月21日判決（平成22年（行ケ）第10386号

判例時報2114号9頁判例タイムズ1349号203頁）

概要

本判決は，立体商標に係る商標出願について，

3条 1項 3号該当性を認め，また 3条2項の適用

を否定して廂標登録を認めなかった事案である。

立体商標制度は平成 8年商標法改正により導人

された制度である（商標法2条 1項柱書）。その

背景としては，実務上のニーズがあることに加え

て，国際的調和の観点からも導人が要請されてい

たことが指摘されている叫

しかし立体商標制度については，その導入の

当初から慎重な運用が求められると指摘されてい

た 2)。それに従うように，特許庁の商標審査甚準

においても，立体商標の審査については後述する

ようにかなり厳しい基準が設けられ， 3条 1項 3

号該当性は容易に導かれる一方， 3条 2項の適用

は得られにくいという運用が続いた。

このような流れの中，立体商標制度導入以後，

裁判例においても立体商標の登録を認める事例は

長らく現れなかったが，マグライト事件判決めに

おいて初めて裁判所において登録を認めるケース

が登場し，それを機に，東京高裁・知財高裁を通

じてその登録を裁判所が認めた事案はこれまでに

6件となった。他方でマグライト事件以降であっ

ても登録を認められない事例もいくつか存在して

おり，本件もその一つである。もっとも，これら

の裁判例の論理構成は必ずしも同一ではなく，本

判決も他の裁判例とは異なる特色をいくつか有し

ており，今後の制度の運用を占う上で，検討に値

する裁判例と評価できる。

本稿は，同日同部において判断された JEAN

PAUL GAULTIER "CLASSIQUE"立体商標事件

傘念羹瓜釦紐青木 大也＊＊傘~

（ゴルチ工事件）4)にも目配りをしながら，本判決

の特徴について検討するものである。

事案

1. 事実

原告Xは本願商標に関する商標登録出願人であ

る（但し国際登録に基づく事後指定）。原告の出

願した本願商標は香水瓶の形状を対象とした立体

商標であり，指定商品として「洗濯用漂白剤その

他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤

及び研磨剤，美容製品，せっけん，香料類及び香

水類，精油，化粧品，ヘアーローション，園磨

き」が掲げられていた。 Xは当該立体商標を使用

して香水を販売し，また雑誌広告等においても使

用していた。

拒絶査定不服審判においては，本願商標につい

て3条 1項 3号に該当し，また 3条 2項の適用も

認められないとして， Xの商標登録出願について

拒絶審決が下された。原告Xはこれを不服とし

て，被告特許庁長官Yを相手取り，本件審決取消

訴訟を提起した。

•平成 18 年 4 月 28 日：国際商標登録出願日

（事後指定日）

• 国際登録第 626145号（マドリッド議定書に

よる碁礎登録：平成6年 5月6日，フランス）

• 平成 19年 12月28日：拒絶査定

＊ 本稿は，当協会 (AIPPI・JAPAN)が主催する平成

24年10月15日の判例研究会（第114回）の資料と

して作成した原稿に，加筆・修正を加えたものであ

る。

＊＊大阪大学大学院法学研究科准教授
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本願商標

（裁判所HPより）

•平成 20 年 4 月 21 日：審判請求

•平成 22 年 8 月 5 日：審決（不服 2008-

650045) 

〔争点〕

①本件立体商標は3条 1項 3号に該当するか

②を前提に，本件立体商標は 3条 2項に該当す

るか

2 原審決

(1)①について

「商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形

状である場合はともかくとして，商品等の形状と

認識されるものからなる立体的形状をもって構成

される商標については，使用をされた結果，当該

形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず，

取引者・需要者間において，当該形状をもって同

種の商品等と明らかに識別されていると認識する

ことができるに至っている場合を除き，商品等の

形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみ

からなる商標として商標法第 3条第 1項第3号に

該当し，商標登録を受けることができないものと

解すべきである」。

「本願商標を構成する収納容器の特徴は，商品

等の機能や美惑を効果的に際立たせるための範囲

内のものというべきであり，指定商品との関係に

おいて，本願商標は，例えば「香水，化粧水」等

の液体状の物質を収納する容器の形状としての一

形態を表したものとみるべきであるから，これを

その指定商品に使用しても，取引者・需要者は，

単に商品の収納容器を表示するにすぎないものと

して理解するに止まり，自他商品を識別するため

の標識とは認識し得ない」として， 3条 1項3号

該当性を肯定した。

(2)②について

「商品等の形状に係る立体商標が，商標法第 3

条第2項に該当するものとして登録を認められる

のは，原則として使用に係る商標が出願に係る商

標と同一の場合であって，かつ，使用に係る商品

と出願に係る指定商品も同一のものに限られる」。

「本願商標の使用に係る商品と認められるのは，

「パルファム（香水）」又は「オードトワレ」につ

いてのみであって，本願指定商品中のその他の商

品については，本願商標が使用されて，取引者，

需要者に広く知られるに至ったと認めるに足りる

証拠はない」。

更に文字が記載されているもの，また形状が異

なるものが認められるため， 3条2項の適用を否

定した。

3. 判旨

(1)①について

商標法3条 1項3号，及び2項の趣旨について

は，商標法3条1項3号に該当する商標は「特定

人によるその独占使用を認めるのを公益上適当と

しないものであるとともに，一般的に使用される

標章であって自他商品識別力を欠き，商標として

の機能を果たし得ないものとして ，商標登録の要

件を欠くが，使用をされた結果，自他商品識別カ

を有するに至った場合に商標登録を認めることと

したものである。」

そしてまた 4条 1項 18号については ，3条に

関わらず「商標登録を受けることができない旨を

規定していることに照らすと，商品及び商品の包

装の立体的形状のうち，その機能を確保するため

に不可欠な立体的形状については，特定の者に独

AIPPI (2013) Vol.58 No.5 (335) 



(24) ー一立体商標の登録要件一 "L'EAUD'ISSEY"立体商標事件

占させることを許さないものとしたもの」である。

「商品及び商品の包装の形状は，多くの場合，

商品等に期待される機能をより効果的に発揮させ

たり，商品等の美感をより優れたものとする等の

目的で選択されるものであって，直ちに商品の出

所を表示し，自他商品を識別する標識として用い

られるものではない。このように，商品等の製造

者，供給者の観点からすれば，商品等の形状は，

多くの場合，それ自体において出所表示機能ない

し自他商品識別機能を有するもの，すなわち，商

標としての機能を果たすものとして採用するもの

とはいえない。また，商品等の形状を見る需要者

の観点からしても，商品等の形状は，文字，図

形，記号等により平面的に表示される標章とは異

なり，商品の機能や美感を際立たせるために選択

されたものと認識するのであって，商品等の出所

を表示し，自他商品を識別するために選択された

ものと認識する場合は多くない。

そうすると，客観的に見て，商品等の機能又は

美感に資することを目的として採用されると認め

られる商品等の形状は，特段の事情のない限り，

商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する

標章のみからなる商標として，廂標法 3条 1項 3

号に該当することになる。

また，商品等の機能又は美惑に資することを目

的とする形状は，同種の商品等に関与する者が当

該形状を使用することを欲するものであるから，先

に商標出願したことのみを理由として当該形状を

特定人に独占使用を認めることは，公益上適当で

ない。

よって，当該商品の用途，性質等に基づく制約

の下で，同種の商品等について，機能又は美感に

資することを目的とする形状の選択であると予測

し得る範囲のものであれば，当該形状が特徴を有

していたとしても，同号に該当するものというべ

きである。」

「他方，商品又は商品の包装の機能を確保する

ために不可欠とまでは評価されない立体的形状に

ついては，それが商品等の機能を効果的に発揮さ

せ，商品等の美惑を追求する目的により選択され

る形状であったとしても，商品等の出所を表示

し，自他商品を識別する標識として用いられ，又

は使用をされた結果，その形状が自他商品識別カ

を獲得した場合には，商標登録を受けることがで

きるものとされている（商標法3条2項）。」

「本願商標の立体的形状のうち，上部の蓋の部

分は，液体である香水を収納し，これを取り出す

という容器の甚本的な形状であり，その下の容器

部分の形状は，容器の輪郭の美感をより優れたも

のにするためのものであることが認められる。

そうすると，本願商標の立体的形状は，本件審

決時を基準として客観的に見れば，香水の容器に

ついて，機能又は美感に資することを目的として

採用されたものと認められ，また，香水の容器の

形状として，需要者において，機能又は美感に資

することを目的とする形状と予測し得る範囲のも

のであるから，商品等の形状を普通に用いられる

方法で使用する標章のみからなる商標として，商

標法3条 1項3号に該当するというべきである。」

(2)②について

「立体的形状からなる商標が使用により自他商品

識別力を獲得したかどうかは，①当該商標の形状

及び当該形状に類似した他の商品等の存否，②当

該商標が使用された期間，商品の販売数量，広告

宣伝がされた期間及び規模等の使用の事惜を，総

合考慮して判断すべきである。

なお，使用に係る商標ないし商品等の形状は，

原則として，出願に係る商標と実質的に同一であ

り，指定商品に属する商品であることを要する

が，機能を維持するため又は新商品の販売のた

め，商品等の形状を変更することもあり得ること

に照らすと，使用に係る商品等の立体的形状が，

出願に係る商標の形状と僅かな相違が存在しても，

なお，立体的形状が需要者の目につきやすく，強

い印象を与えるものであったか等を総合勘案した

上で，立体的形状が独立して自他商品識別力を獲

得するに至っているか否かを判断すべきである。」

「本願商標に係る香水が，一定期間一定程度売

り上げられ，雑誌等に掲載されたとしても，その

立体的形状がシンプルで，特異性が見いだせず，

類似の形状の香水も複数存在し，酷似する形状の

(336) AIPPI (2013) Vol.58 No.5 



立体商標の登録要件一 "L'EAUD'ISSEY"立体商標事件ー一 (25) 

香水すら存在することに照らすと，本願商標の立

体的形状が，独立して自他商品識別力を獲得する

に至っているとまではいえない。

しかも，本願の指定商品には，香水とは必ずし

も取引者や需要者が一致するとはいえない「洗濯

用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し

剤，擦り磨き剤及び研磨剤」等の商品をも含まれ

ている。

以上の諸事情を総合すれば，本願商標は，上記

指定商品に使用された場合，原告の販売に係る商

品であることを認識することができるとはいえず，

商標法3条 2項の要件を充足するとはいえないと

いわざるを得ない。」

〔結論〕

請求簗却・確定

評釈

I. 商標法3条1項3号について

まずは商標法3条 1項3号の適用について，具

体的に検討する。

1 . 本判決の判断

判旨において触れたとおり，まず3条 1項3号

の趣旨については（明示的な引用はされていない

ものの）先のワイキキ事件最高裁判決 5)に倣い，

識別力の欠如と独占適応性の欠如について言及し

ている。

そしてそれらに対応するように

① 客観的に見て，商品等の機能又は美感に資す

ることを目的として採用されると認められる

商品等の形状は，特段の事情のない限り， 3

条 1項 3号に該当し，

② 当該商品の用途，性質等に基づく制約の下で，

同種の商品等について，機能又は美惑に資

することを目的とする形状の選択であると予

測し得る範囲のものであれば，当該形状が

特徴を有していたとしても 3条 1項 3号に

該当する

としている 6)。本件は当てはめ段階でも機能や美

感のための形状であり，また予測の範囲からも外

れてはいないとして，①②両方の基準に該当する

ことが指摘され， 3条 1項 3号該当性が肯定され

ている。

①の基準については，供給者が当該形状をどの

ような使用目的で採用しているかはあまり関係が

無いように思われるが 7) (現に当てはめの最後の

箇所では，同様の原告の主張が一蹴されている），

客観的に見て機能や美感に資することを目的とし

た形状については，需要者としてもそのように認

識する場合が多いと考えられるので，特段の事情

が無い限り識別力ある商標として認識されず， 3

条 1項3号に該当するとする判断は賛成できると

思われる見

一方，②の基準については，後述するとおり従

前の実務同様，かなり厳格な基準として機能しう

るものである。機能や美感を高める形状は商品の

価値を高めるもので，皆が使いたいものであり，

同時に創作法と違ってそのような観点から皆が使

い真似をすることは商標法上問題視されるもので

はない。したがって，単に出願しただけでは独占

に適さず，識別力の蓄積を経由せよとの判断がな

されたものと思われる。

もっとも，各根拠と各基準が直結するとも考え

にくい（例えば機能・美感を発揮するための形状

として需要者において予測しうる範囲内の形状で

あれば，需要者はそれを機能・美感を目的とした

ものと理解するため商標とは認識せず，識別力を

伴わないとの理解も可能であろう）。また近時の

裁判例では，後述のYチェア事件を除き，①②の

基準は同時に適用されていることからしても，両

者の具体的な差異はあまり明らかではない叫

2. 審査実務

既に触れたとおり，審査実務においては立体商

標の登録について制限的であり，具体的には以下

のような審査便覧を設けている。

AIPPI (2013) Vol.58 No.5 (337) 
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審査便覧41.100.02(立体商標の識別力の審査

に関する運用について）

く基本的な考え方＞

需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を

出ないと認識するにすぎない形状のみからなる

立体商標は，識別力を有しないものとする。

この場合，指定商品等との関係において，同

種の「商品（その包装を含む。）又は役務の提

供の用に供する物」（以下，「商品等」という。）

が採用し得る立体的形状に特徴的な変更，装飾

等が施されたものであっても，全体として指定

商品等の形状を表示してなるものと認識するに

止まる限り，そのような立体商標は識別力を有

しないものとする。

この甚準については，例えばカメラの立体商標

については，それが「被写体を撮るために必要な

機能である一定のボデーとレンズ等の形状の組合

せを有してなるものであれば，需要者は指定商品

「カメラ」が採用し得る立体的形状を表してなる

もの，すなわち「カメラ」であると認識する」の

で識別力を有しないとされる。このような説示か

らすると，かなり広い適用が検討されていると考

えられる 10)0 

このような運用が要求された背景として，多く

の論者において共通しているのは，特許法や意匠

法との関係である 11)。すなわち，立体商標につい

て商標権を認めて保護する場合，更新を繰り返す

ことでその立体的形状について事実上永久の独占

権が与えられることになる。これによって，本来

特許権や意匠権によって保護されるべきものまで，

立体商標として保護されるとした場合，特許法や

意匠法において厳格に定められた保護期間の趣旨

を没却することになるのではないか，という点が

問題視されている。そのために，立体商標の保護

については，厳格な基準によるべきである，とい

う理解が一定の支持を得ていると言えよう。

これを理由としているかはさておき，このよう

な特許庁の厳格な運用は，従前の裁判例において

も許容されてきたところである 12)。例えばウイ

スキー角瓶事件 13)においては，「指定商品に係る

商品等の形状として，その商品等の機能をより効

果的に発揮させたり，美感をより優れたものにす

るなどの目的で同種の商品等が一般的に採用し得

る範囲内のものについては，商品等の形状を普通

に用いられる方法で表示する標章のみからなる商

標として登録を受けることはできないが，その範

囲を超えるような特異な形状や特別な印象を与え

る装飾的形状のもの」は3条 1項 3号に該当しな

いと述べた上で，当てはめを行い，拒絶審決を下

した特許庁の判断を支持している。

3. コカ・コーラ事件

このような考え方を推し進めたのが，コカ・

コーラ事件判決である 14)。この事件において裁

判所は， 3条 1項3号の適用について，概ね本件

で言う①②の甚準に加え，更に以下のように言及

している。

③ 「需要者において予測し得ないような斬新な

形状の商品等であったとしても，当該形状

が専ら商品等の機能向上の観点から選択され

たものであるときには，商標法4条 1項 18

号の趣旨を勘案すれば，商標法 3条 1項 3

号に該当するというべきである」

従前の実務や裁判例と比較すると，仮に予測し

うる範囲を超えたものであったとしても，なお 3

条 1項 3号に該当しうる場合を認めている。した

がって立体商標に対しては，従前の特許庁実務や

裁判例よりも更に広く 3条 1項3号を適用しよう

としていると評価することができよう 15)0

そしてその理由付けとして，「商品等が同種の

商品等に見られない独特の形状を有する場合に，商

品等の機能の観点からは発明ないし考案として，商

品等の美感の観点からは意匠として，それぞれ特

許法・実用新案法ないし意匠法の定める要件を備

えれば，その限りおいて独占権が付与されること

があり得るが，これらの法の保護の対象になり得

る形状について，商標権によって保護を与えるこ

とは，商標権は存続期間の更新を繰り返すことに

より半永久的に保有することができる点を踏まえ
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ると，商品等の形状について，特許法，意匠法等

による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の

者に独占権を認める結果を生じさせることになり，

自由競争の不当な制限に当たり公益に反するから」

としている。この考え方の目指すところを敷術す

るならば，（判決文においては「機能」のみ言及

されているものの）特許法や意匠法によって本来

保護されるべきものについては 3条1項3号該当

性を肖定し，登録のためには 3条2項によって具

体的に識別力を獲得することを要求する方向にあ

るといえよう 16)。

このように更に 3条 1項3号の適用範囲を拡大

したと評価できる③の基準であるが，これについ

ては，実際に適用された事例があったのかという

点で評価が分かれている。 Yチェア事件では「本

願商標は，看者に対し，シンプルで素朴な印象，

及び斬新で洗練されたとの印象を与えているとい

える。他方，…本願商標の上記形状は，これを見

た需要者に対して，肘掛椅子としての機能性及び

美観を兼ね備えた，優れた製品であるとの印象を

与えるであろうが，それを超えて，上記形状の特

徴をもって，当然に，商品の出所を識別する標識

と認識させるものとまではいえない」という判浙

が示されている。これについて③の基準が実際に

適用されたと推察されるとの指摘があるが 17), 他

方で，①の基準が適用されたとする指摘もある

18)。少なくとも椅子の形状として「予測し得ない

ような斬新な形状」とまでは言えないと思われ，

その意味で③の基準による排除の例とは考えにく

く，未だ③の基準独自の実益については明らかで

はないと思われる。

4. シーシェルバー (GuyLianチョコレート）事件

一方，立体商標に関して 3条1項3号該当性を

厳格に判断することについて批判的な立場を示す

裁判例も存在する。シーシェルバー事件 19)では，

ワイキキ事件最高裁判決を明示的に引用した上で，

各々の趣旨に反しなければよろしいとし，本件立

体商標が類似商品のない個性的なものであること

等から，独占適応性欠如でもなく，また「標識と

するに足りる程度に十分特徴的である」から識別

力欠如でもないとして，立体商標に係る裁判例と

して初めて 3条1項3号該当性を否定した。

3条 1項3号の趣旨についてはワイキキ事件判

決において最高裁が述べたことを，立体商標にお

いてもそのまま適用したものと評価することがで

きるだろう。その意味で，立体商標と平面商標と

を区別せず，同じ発想で判断したものと評価する

こともできよう。

しかし，この判決に対しては， 3条 1項3号該

当性を判断するに際して，立体商標としての特殊

性を無視し，その登録要件を緩和しすぎているの

ではないかという批判が強く向けられており 20),

実際にも，その後の裁判例も含め，立体商標につ

いて 3条 1項3号該当性が否定された裁判例はこ

の事例だけである。

5 本判決についての評価

本判決では，甚準としては①②だけを用い，コ

カ・コーラ事件における③の碁準については言及

がなく，また特許法や意匠法への直接的な言及も

ない。

3条 1項 3号該当性については，（③の基準の

実益はともかく）コカ・コーラ事件とシーシェル

バー事件の中間に位置づけられる碁準を立てたも

のであり，かつ従前の実務に類似するものという

ことができようか 21)。とすると，現在立体商標に

対する 3条 1項3号の適用には 3つの基準が存在

することになる。

仮に特許法や意匠法との住み分けを (3条2項

による登録の余地があるためあくまである程度の

限度ではあるが）徹底するのであれば，コカ・

コーラ事件の基準が素直ではないかと考えられ，一

方で立体商標の特殊性を気にしないのであれば，

シーシェルバー事件の基準が素直であろう。その

ような視点からすると，本判決はその中間と位置

づけることができる。

(1) シーシェルバー事件との関係

本件は立体商標の特徴から導かれる商標法上の

特殊性を考慮して， 3条 1項3号該当性の基準を

一定程度厳格に捉えたものと評価でき，この点が
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平面商標同様の考慮を行ったシーシェルバー事件

との差異を導いたと言えよう。

(2) コカ・コーラ事件との関係

(a)一般論の対比

他方，本件ではコカ・コーラ事件の③の基準に

は言及していない。すなわち，①②には該当しな

いが③に該当する立体的形状について， 3条1項

3号の適否が分かれることとなる。 Yチェア事件

の読み方にもよるが，どの程度の差があるのか明

らかではない上，少なくとも本件やゴルチ工事件

含め従前は言及の必要のなかった箇所でもあり，一

般論の対比だけでどこまで重視すべき違いがある

かは疑問のあるところである。しかし説示自体を

対比する限り，本件と比較して，コカ・コーラ事

件は③の基準も含め，より独占適応性の観点から

の他法との調整の必要性を重視したと理解される。

立体商標のための基準が用意されていない状態

で，意図的に 3条1項3号を（平面商標の場合と

対比して）広く解釈する姿勢自体は共通する。し

かし本判決は（機能や美感といった文言は用いて

いるが）特許法や意匠法といった直接的な言及は

しておらず，あくまで商標法の 3条 1項3号の枠

内での処理を志向しているように見受けられる。つ

まり，これらについては独占適応性の問題が生じ

やすいため，平面商標より 3条1項3号が適用さ

れやすいとした上で，どの範囲の機能や美感に係

る形状について 3条2項を経由させるか，という

問題を設定していると理解される 22)。他法との

調整が3条1項3号該当性と直結するものではな

いと思われる 23¥

もっとも，以上のような観点からしても実際上

の基準をどうするかは別問題である。具体的な差

異が明らかでない中で検討することは困難と思わ

れるが，例えば先に脚注で示した胡椒挽きの形状

等が③の基準によって許容されない例に該当する

のだろうか。

(b)機能・美感

コカ・コーラ事件の判断からすれば，機能・美

惑は，おそらく特許法や意匠法に関連するファク

ターとして位置づける事が可能と思われるが，本

判決でも，機能と美感を並列に記述しており，こ

れらとの関係で3条1項3号該当性を検討する姿

勢は共通している。

しかし，①立体商標の対象はほぼ美感を生ずる

と思われるが，機能を発揮するものと評価できる

場面はそう多くないであろうことや，②4条1項

18号は結局条文上「機能」という文言に終始し

ていることを考えると，商標法では問題となって

いる立体的形状が機能を対象とする場合と美感を

対象とする場合とで3条 1項3号該当性に係る取

扱いに差異を認める余地もあるのではないだろう

か 24)。

以上のような観点からすると，これらを並列に

扱うという点にはもう少し説明が必要なのではな

し寸だろうか。

n. 3条2項該当性について
1. 判断基準について

一方，本判決では本件立体商標は3条2項の適

用も否定して，拒絶審決を維持している。そこで

は自他識別力を獲得したかどうかについて

① 当該商標の形状及び当該形状に類似した他の

商品等の存否

② 当該商標が使用された期間，商品の販売数量，

広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事

情

を総合考慮することで決するとされている。

マグライト事件に端を発した立体商標の登録例

の多くは3条2項の適用を受けたものであるが，そ

の際は例えばコカ・コーラ事件では「当該商標な

いし商品等の形状，使用開始時期及び使用期間，

使用地域，商品の販売数量，広告宣伝のされた期

間・地域及び規模，当該形状に類似した他の商品

等の存否などの事情を総合考慮して判断する」と

ある通り，全要素を並べた総合考慮とされてい

た。一方本判決では①②を区別して言及してお

り，コカ・コーラ事件で示された基準とは少々違

いを見せている。これは，①において，需要者が
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どの程度その形状の商品を他の商品と区別して認

識するかを検証し，②において，具体的にその商

品にどの程度その形状が使用され，識別力を獲得

していったかを検証するものと理解できる。そう

だとすると，①において形状が十分に特徴的であ

れば，②において使用の程度が相対的に多少不足

していようと，需要者がその形状に基づき，出所

を十分に区別して把握することが可能となること

も考えられる。その意味で，①②の要素を区別し

て指摘した本判決は，ある種の相関関係を示唆し

ているのかもしれない 25)。

以下では各々の要素について検討する。

まず①については，従前よりその形状の特異性

が言及される事例は多く，また前掲コカ・コーラ

事件やYチェア事件においては模倣品対策という

要素を経由して，類似商品がない点が肯定的に考

慮されていた 26)27)。この点において，模倣品が

多数出回っており，それを放置していた第二次ヤ

クルト事件 28)がどのように評価されるのか，注

意が必嬰であろう（整合的に理解するとすれば，

おそらくそれ以外の要素が極めて大きく考慮され

たのであろう 29))。

次に②についても，従前より多くの裁判例が共

通して指摘するところであり，異論の無いものと

いえよう。但し 2.で後述するとおり，②の要素を

検討するに際し，問題となる廂品・役務によって

どのような事情がどの程度考慮されるのか，注意

する必要がある。

なお，出願された立体的形状と使用された立体

的形状が若干違ったとしてもその登録の余地を認

めるのもコカ・コーラ事件と同様であり，裁判例

においては確立されつつある判断ということがで

きるだろう。

2. 当てはめについて

当てはめにおいては，まず①の事情については

かなり否定的な要素として強調されている。同じ

く香水瓶の形状が問題となったゴルチ工事件では，

香水の容器としては予測の範囲内であって 3条 1

項3号に該当するとされたものの，それでもその

形状は他にない特徴的なものと理解されている。こ

れに対して本件では，「香水等の容器としては，

洗練されたデザインからなる多種多様な形状があ

るところ，本願商標は，香水の容器の形状として

通常採用されている範囲を大きく超えるものとま

ではいえない」とした上，酷似する形状の香水瓶

が他にも存在していたという点が強調されており，

大きな違いとなっている。更に一般的な評価とし

ても，「雑誌等において，そのボトルデザインに

ついて，シンプル，簡潔といった評価がされてい

る」と指摘し，その評価を担保している。

②の事情については従来の事案とは違い，あま

り多くの情報が指摘されてはいない。せいぜい販

売期間，売り上げ，雑誌掲載といった程度であ

り，例えばコカ・コーラ事件や第二次ヤクルト事

件におけるように，販売数量やシェアが格段に大

きいことや，あるいは大規模なアンケート調査の

結果等の事実は認定されていない。この点はゴル

チ工事件も同様であったが，ゴルチ工事件で3条

2項の適用が認められたのは，やはり①の要素，

つまりその特徴的な形状によるところが大きいと

いえよう。また，対象商品が香水等であり，具体

的な売上量等があまり期待できないものであった

こと等，商標に係る指定商品の特徴が影響した可

能性がある 30)。

なお，使用された商標は色違いなど出願された

立体商標とは若干の違いを有している場合もあっ

たが，コカ・コーラ事件に則り，実質的にみてほ

ぼ同一の形状として問題視していない。

結局，本件では①②の要素から，「本願商標の

立体的形状が，独立して自他商品識別力を獲得す

るに至っているとまではいえない」と判断された。

3. 香水以外の指定商品との関係

本件における 3条2項の適用においてはもう一

点，大きな問題があった。本件商標出願が指定麻

品に香水以外の商品等を含んでいたことである。

従前の取扱いからすると，使用されていない商

品・役務については，これを削除しない限り 3条

2項の適用は認められなかった。例えば著名な

GEORGIA事件の一審である東京高裁判決 31)に

おいて，「商標法三条二項により商標登録を受け
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ることができるのは，商標が特定の商品につき同

項所定の要件を充足するに至った場合，その特定

の商品を指定商品とするときに限る」として消極

に理解されており 32), 審査基準においても同様

である 33)。これに従えば，本件では香水について

3条 2項を満たす使用が認められていなかったの

だから，使用の認められない商品が含まれている

ものとして，それだけで登録を認めないとする結

論を導くことが可能だったはずである。しかし本

件はそれに続けて，「本願の指定商品には，香水

とは必ずしも取引者や需要者が一致するとはいえ

ない「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，

つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤」等の商品を

も含まれている」としており，取引者や需要者が

一致する場合 34)には別の考慮が働くかのような

表現をしている。

この言及については同日に同部で判断されたゴ

ルチ工事件を参照することが適切と思われる。ゴ

ルチ工事件では， 3条 2項に係る使用の認められ

た香水以外の商品としてせっけん等が指定されて

いたが，これらの商品同士が「極めて密接な関連

を有し」，また取引者や需要者も共通しているこ

とから，例えば仮にせっけんが本件の容器に入れ

られた場合にも，需要者はこれが原告の商品であ

ることを認識できるだろうと判断し，実際の使用

が認められた香水以外の商品も含めた指定商品全

体について 3条 2項の適用を認めている 35)。こ

れは特に立体商標に限った判示と考えるべき根拠

はないことから，平面商標も含めた商標一般に及

ぶ判断といえるであろう。

この議論は，従前はあまり指摘されてこなかっ

たものであるが，「識別力の転移」として指摘さ

れていた議論に類似するものと思われる 36)。し

かし，既に述べたように従前の取扱いからは反し

ており，本件との関係が問題となろう 37)。いずれ

にしても，原則はその当該商品・役務に使用する

ことで信用を蓄積することが予定されているので

あろうから 38), ゴルチ工事件の判決の表現から

も分かるとおり，限定的な場合にのみ許容される

ものと指摘できよう。本件において他の商品（例

えば研磨剤）に関してまで識別力を発揮できるか

は疑問であり，判決の判断は理解できるものと思

われる。

なお最後に細かいことではあるが，以上のよう

な考察を前提とした場合，本件は結論を導くに際

して判断すべき事項が欠けているように読めてし

まう。すなわち，本件では指定商品の一つである

香水に関して 3条 2項の適用が認められなかった

わけであるが，ゴルチ工事件の基準を満たさない

非関連商品が指定されていることを指摘しても，

「①ゴルチ工事件の甚準を満たす関連商品に係る 3

条2項を満たす使用が証明され，かつ②非関連商

品についても 3条 2項を満たす使用が証明された

場合」， 3条 2項が適用される余地が残ると思わ

れる。判決文では原告の主張に答える形で最後に

他の商品について使用の証明がないことが触れら

れているが，結論部分でも言及した方が正確だっ

たのではないだろうか。少なくとも，下記いずれ

かの判断は必要であったと思われる。

香水 関連商品 非関連商品 糸い士ロ吾ロムflll 

ゴルチ工事件

゜
X なし 登録可

本件 X あり，かつ— 登録不可

本件の問題 X 

゜
あり，かつ0 登録可？

必要な判断A X あり，かつX 登録不可
必要な判断B X X 登録不可

※0は3条 2項の適用を受けられる使用あり， Xはなし，ーは判断せず。
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皿終わりに

立体商標制度については，具体的な登録例も着

実に増えてきているところであるが，その基準に

ついては，裁判例においても未だ決着を見ないと

ころである。このような中で，本判決はひとつの

立場を示すものであり，従前の裁判例等と比較し

て，幾つかの特徴的な判断を示すものであった。

これらの考慮が今後も維持されるのかどうか，注

視する必要がある。

また，登録例が増えていくことにより，今後は

登録の場面だけでなく，実際に立体商標に係る商

標権の行使に関する事例も登場する可能性がある

39)。今後はこちらの問題についても検討の必要が

あろう。

（注）

1)特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説

（第19版）』（発明推進協会， 2012)1261頁，小

野昌延＝三山峻司『新・商標法概説I(青林書院， 2009)
31頁。

2)特許庁編「平成8年改正工業所有権法の解説』 163

頁。

3)知財高判平成19年6月27日判時1984号3頁。

4)知財高判平成23年4月21日判時2114号9頁。

5)最判昭和54年4月10日集民126号507頁（判時

927号233頁）。なお， ワイキキ事件最高裁判決は

産地表示に関する事案であり， また， まだ立体商標

制度が導入される前の事案であった。

6) この考え方を支持するものとして，堀江亜以子「Y

チェア事件判批」知財管理62巻1号102頁 (2012)。

7)平面商標の場合，供給者と需要者の認識に麒酷が生

じる場合がそもそも考えにくく，従前は問題となり

にくかったのであろうが，識別力の問題はあくまで

需要者の視点から見て識別力を発揮しているかどう

かが重要であると考えられる。

8) ここでいう「特段の事情」とはどのようなものを指

すのか，判決文からは明らかではない。

9) なお，①②の基準については，そもそもこれらが別

個独立の判断甚準なのか等についても検討の余地が

ある。例えば福田あやこ「マグライト事件判批」小

松陽一郎先生還暦記念『最新判例知財法』（青林書

院， 2008)408頁は， 目的を問題とする①の基準

は判断基準として適切ではなく，②の甚準が判断甚

準として相応しいと指摘する。ただし，その理由付

けとして①が「製造者の内心」によって判断される

点が不当であると指摘されているが，マグライト事

件判決と違って，本判決では①に「客観的に見て」

という文言が加えられており（おそらくその懸念を

反映したものと推察される），直接本件でも同様の

ことが言えるかは留保が必要である。なお加えて，

後述の通り Yチェア事件判決ではマグライト事件判

決と同様の基準を前提に，実際に①の基準によって

判断されたと評価する論考もある。

10) もっとも，全てが3条1項3号に該当するとされ

るわけではない。著名な例として，胡椒挽きの例

（不服2003-8222号）がよく言及される。また，平

成24年の立体商標の審決例において， 3条1項3号

に該当しないとして登録を認められたものが1つ

（木製の駕の形状をした人形の形状について，不服

2011-15685, 不服2011-15686)確認できた（な

おブランデーの瓶やその箱等について，不服2011-

650100もあるが， これは添付された文字に識別カ

が認められたものであり， ここでの例として適切で

はない）。（あくまで審決の対象となったものの限り

であるが）必ずしも全て3条1項3号該当性が肯定

されているわけではない。

11)堀江亜以子「立体商標の登録要件」工業所有権法

学会年報33号6頁 (2010),小島立「マグライト

事件判批」知財管理58巻4号532頁 (2008)等。

12)川瀬幹夫「立体商標に係る現代的課題」村林隆一

先生傘寿記念「知的財産権侵害訴訟の今H的課題』

（青林書院， 2011)400頁。

13)東京高判平成15年8月29日平14(行ケ） 581号。

14)知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁。

前掲マグライト事件， Yチェア事件（知財高判平成

23年6月29日判時2122号33頁）同旨。時系列と

してはマグライト事件の方が先であるが， より分か

りやすいコカ・コーラ事件をここでは取り上げる。

なお，先に言及した立体商標の登録を認めた6つの

裁判例のうち，マグライト事件， コカ・コーラ事件，

Yチェア事件の3つについては同一の部によって判

決が下されている。もっとも， 3条1項3号該当性

については出願人に不利な理解を示す判決である一

方で， 3条2項該当性については， （文字商標が付さ

れていても同一の商標が使用されていたとして）権

利取得を広く認めようとした判決でもある。

15)③の甚準を評価するものとして，田村善之＝劉暁

偕「立体商標の登録要件について（その2)」知財

管理58巻11号1399頁 (2008),川瀬・前掲注12)

404頁，井関涼子「商品・包装の形状の立体商標制

度ー「Yチェア」事件を契機として一」 Law& 

Technology56号40頁 (2012)等。③の基準を批
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判するものとして，土肥ー史「シーシェルバー事件

判批」判時2084号176頁（判例批評620号14頁，

2010), 福田あやこ• 前掲注9)402頁。土肥ー史

「立体商標の登録要件」 Law& Technology54号

54頁 (2012) も参照。

16) なお，同じく保護期間が限定される著作権法に関

する事項が言及されていないのは，保護期間は特許

法や意匠法と比較して長いものの，著作権が相対的

独占権であることや，応用美術との関係等から問題

が生じにくいためという説明が可能と思われる。

17)小泉直樹「Yチェア事件判批」ジュリスト 1436

号7頁 (2012)。この指摘に疑問を呈するものとし

て，井関・前掲注15)40頁。

18)青木博通「Yチェア事件判批」 DESIGNPRO-

TECT 91号7頁 (2011)。

19)知財高判平成20年6月30日判時2056号133頁。

この事件はコカ・コーラ事件や本件とは別の部の手

によるものである。

20)江幡奈歩「立体商標の識別力」 Law& Technol-

ogy 43号46頁 (2009), 川瀬幹夫「商品・包装の

形状に係る立体商標」別冊パテント5号59頁 (2011),

堀江・前掲注11)7頁等。なお， これを概ね支持す

るものとして土肥• 前掲注15)判批179頁。

21)青木博通「ゴルチ工事件判批」 DESIGNPRO-

TECT90号15頁 (2011)。

22)特許法や意匠法によっては保護されないと思われ

る店舗形態を例に，立体商標の問題を商標法内在的

な競争制限の問題と位置づけるものとして，五味飛

鳥「立体商標の登録と競争制限的影響」企業と法創

造22号135頁 (2010)。

23) ただし，機能，美感に注目する限りで， 目配りは

していると思われる。

24)具体的には，美感（意匠）との関係では，機能と

違って多様性が確保可能であることから， 3条1項

3号該当性を限定する等。福田・前掲注9)408頁，

堀江・前掲注11)10頁参照。コカ・コーラ事件に

ついても，（参照した4条1項18号に「機能」とし

か書いてないからとも言えるが）機能にのみ言及し

ていることも， このような方向を示唆しているのか

もしれない（但し趣旨としては意匠法への言及もあ

るため，明らかではない）。

25) なお，本件の後に登場した前掲Yチェア事件にお

いては，基準こそコカ・コーラ事件と同じく全体的

な総合考慮を踏襲するものの，あてはめの段階では

本件同様①②と要素を区切って言及していることか

ら，ある程度は受け入れられた甚準となっていると

推察される。

26) この点，平面商標においては3条1項3号に該当

した時点でその商標自体の特徴は望むべくもないで

あろうから，基本的には同一乃至類似の標章の有無

が問題となるが，立体商標については既に述べたと

おり形状自体が特徴的なものであっても 3条1項3

号該当性が認められることから，このような独特な

形状も 3条2項該当性を判断する要素として重視さ

れることになるのであろう。

27) この点につき，模倣品が存在することが3条2項

の適用について否定的に理解されることからすると，

模倣品の供給者にとって不適当なインセンティプを

与えることにならないかとの考えもありうるが，不

正競争防止法等他の法律との関係はさておき，商標

法上はやむを得ない結論ではないかと考える。

28)知財高判平成22年11月16日判時2113号135頁。

29) なお，第二次ヤクルト事件において裁判所に重視

された事項として，大規模なアンケート調査の結果

を指摘するものも多い（例えば，山田威一郎「第二

次ヤクルト事件判批」知財管理61巻6号843頁 (2011)

以下等）。この点については，①②の要素のいずれ

かに含まれるというよりも，その結果実際に識別カ

が獲得できたことを直接に示すものとして整理した

方が素直であろう。

30)青木博通・前掲注21)16頁， これに反対するも

のとして中川浮宗「ゴルチ工事件判批」発明109巻

4号44頁 (2012)。

31)東京高判昭和59年9月26日無体集16巻3号660

頁。この事案では，実際に缶飲料等として使用され

ていたコーヒーやココア以外に紅茶が指定商品に含

まれており，紅茶については使用によって3条2項

該当性を満たしてはいなかったことが指摘され，商

標出願全体について拒絶された。つまり出願分割や

削除補正により紅茶を指定商品から排除していれば，

登録が認められたであろう事案である。同事件の匿

名コメント（判夕 543号317頁）参照。なお上告

審である最判昭和61年1月23日集民147号7頁（判

時1186号131頁）では産地表示該当性 (3条1項

3号該当性）のみが争われ， 3条2項に関しては言

及がない。

32) ダイジェスティブ事件（東京高判平成3年1月29

日判時1379号130頁） も同旨。

33) 3条2項を「適用して登録が認められるのは，出

願された商標及び指定商品又は指定役務と，使用さ

れている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみ

とする」（商標審査基準（改訂第9版）第2〔第3条

第2項〕の2(1))。

34)本件で言えばここで言及のない指定商品である化

粧品等であろうか。

35) なおゴルチ工事件は，ある指定商品・役務につい
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て3条2項の要求する使用による識別力が認められ

た場合に，他の使用のない指定商品にも 3条2項を

適用するものであった。しかし実質的な根拠からす

ると，いずれの指定商品に関してもそれ自体での使

用では3条2項の要求を満たせない場合であっても，

他の極めて密接に関連し，需要者等が共通する商

品・役務の使用を合算して3条2項の要件を満たす

ということも考えられるのかもしれない。

36)渋谷達紀「GEORGIA事件一審判批」発明82巻

10号100頁 (1985)。青木博通・前掲注21)16頁

も参照。

37) なおゴルチ工事件に限って言えば，当該香水と他

の商品とのセット販売の事実は認められていたので

あるから，むしろ積極的に，セット販売等を通じて，

香水以外の製品に（香水の入った）香水の容器とい

う立体商標を（付して，あるいは広告として）使用

していた， と主張することはできなかったのであろ

うか。

38)特許庁編・前掲注1)1279頁。

39)井関・前掲注15)45-46頁では，商標権の権利行

使の場面において， 26条1項2号の適用について，

平面商標の場合との比較をしながら具体的に検討し

ている。また，山田・前掲注29)845頁では，類

似品の存在との関係で，権利範囲，権利行使の問頼

を検討している。

（原稿受領日 平成25年1月4日）
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